
   

「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び 

「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に 

関する政令」について 

平成２５年１２月６日 

国 土 交 通 省 

 

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。 

 

１．背景 

 平成２５年６月２１日に公布された不動産特定共同事業法の一部を改正する法律（平成２５年法

律第５６号。以下「改正法」という。）により、不動産特定共同事業法（平成６年法律第７７号）

等の一部が改正されたところである。 

 標記政令においては、改正法の施行に当たり、施行期日を定めるとともに、政令への委任事項に

関する規定の整備その他の所要の改正を行うこととする。 

 

２．概要 

 （１）不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 

改正法の施行期日を平成２５年１２月２０日とする。 

 （２）不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 

＜不動産特定共同事業法施行令＞ 

１．不動産特定共同事業を営もうとする者が満たさなければならない資本金又は出資の額とし

て、次に掲げるものを追加する。 

・ 第三号事業を行おうとする法人 ５，０００万円 

・ 第四号事業を行おうとする法人 １，０００万円 

２．特例事業を営もうとする法人が、あらかじめ、氏名を届け出なければならない使用人は、

特例事業者の使用人で、事務所の代表者であるものとする。 

３．特例事業者、不動産特定共同事業者と取引する者、不動産特定共同事業者から事務の委任

を受けた者に対する立入検査等の権限を金融庁長官から財務局長等に委任する。 

 

＜関係政令の一部改正＞ 

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴い、金融商品取引法施行令（昭和４０

年政令第３２１号）その他の関係政令について所要の改正を行う。 

※その他所要の改正を行う。 

 

３．今後のスケジュール 

施行期日：平成２５年１２月２０日（金） 

 

 問い合わせ先 

国土交通省 土地・建設産業局 不動産市場整備課 不動産投資市場整備室 

課長補佐 松本 岳人 

連絡先 ０３－５２５３－８１１１（内線２５－１５３） 

    ０３－５２５３－８２８９ 

 


